
防犯灯の道路占用許可の電子申請方法について 

① ご自身の区であることを確認 

② 「アカウント登録せずにメールで申請」をクリック 

③ メールアドレスを入力し、「確認メールを送信」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

③ 

② 

確認メールを送信 

※警察署への道路使用許可申請の区役所職員による代行を希望される場合、

皆さまの警察署への来署は不要となりますが、通常の手続きに比べお時間を

要しますので、ご了承ください。 



 

④ 入力したメールアドレス宛てに届いた申請用のページのリンク（URL）をクリック 

⑤ 申請者の情報を上から順に入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

（自治会名） 

（代表者の 

住所） 

「団体」を選択してください 



 

⑥ 入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

（会長名） 



 

⑦ 申請内容１について、上から順に入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 



 

⑧ 申請内容２について、上から順に入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリック 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 

（既に設置済みの場合） 

「許可日」を選択してください 



 

  

 

※工事業者に依頼して新規に設置する防犯灯については、警察署の道路使用許可申請 

の際に、手数料が発生するため、区役所職員での代行はできませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 

（会社名及び 

代表者名） 

（新規設置の場合） 

「開始年月日を入力」を選択してください 



 

⑨ 添付書類について必須の書類（位置図 ・ 防犯灯一覧 ・ 写真または図面）にチェック 

  ※警察署への道路使用許可申請書の提出について、区役所職員による手続きの代行を 

希望される場合は、道路使用許可申請書にもチェック 

⑩ ⑨でチェックした書類のデータファイルを添付 

⑪ 「一時保存して、次へ進む」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 

※ 

⑩ 

⑪ 



 

⑫ 申請内容を確認（必要に応じて編集）し、「この内容で申請する」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 



 

⑬ この画面が出たら申請完了です。（「×」ボタンなどで閉じてください） 

 

警察署の道路使用許可申請の区役所職員の手続き代行を希望される場合（作成済の道路

使用許可申請書が添付されている場合）、書類の不備等がなければ、後日、道路占用許可書お

よび道路使用許可証を交付します。 

 

警察署の道路使用許可申請の区役所職員の手続き代行を希望されていない場合（作成済

の道路使用許可申請書が添付されていない場合）、後日、区役所から警察署への協議書の受取

依頼の連絡がありますので、区役所で受け取っていただき、警察署への提出をお願いします。 

⑬ 


